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札幌市 2022年第１回定例市議会（2月 15日～3月 30日）      文書質問  石川 佐和子  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

質      問 答        弁 

１．2022年度予算編成について 

・札幌市の財政は、予算規模が年々拡大している一方、一

般会計の市債残高は2022年度末で１兆1,529億円と11年

連続で増加しており、大変厳しい状況である。市民が安

心して暮らすことができるよう、新型コロナウイルス感

染症対策としての医療体制の確保や検査の拡充、及び、

市民要望の多い福祉や子育てに予算を優先して配分す

るとともに、市民一人当たりの市債残高を削減していく

べきと考えるが、どのような認識の下、2022年度予算編

成を行ったのか。 

 

 

 

・今後の財政運営について、どのように考えているのか。 

 

 

 

２．北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技

大会の招致について 

・市民ネットワークは新型コロナウイルス感染の拡大によ

る市民生活への影響や大会の財政負担が過大であること

から、招致の可否を含めた市民アンケートの実施を強く

求めてきた。札幌オリンピック・パラリンピック冬季競

技大会の招致に当たり予定している意向調査について、

どのような考えの下、行うのか改めて認識を伺う。 

・報道機関による世論調査(2021年 4月)では、どちらかと

いうと反対を含めた反対の方が 50％と、大会招致への市

民理解は広がっていない。意向調査を行うに当たって

は、大会開催についての賛否等の市民意見が生かされる

ことを担保することが重要と考えるがいかがか。 

３．HPV ワクチン接種について 

(1) HPVワクチン接種の考え方について 

・HPVワクチン接種の積極的勧奨の再開については、地方

自治の観点から慎重に判断すべきと考えるがいかがか。 

 

 

(2) 相談体制等の強化と検診の周知について 

・2021 年 12 月、厚労省から「ヒトパピローマウイルス感

染症に係る定期接種を進めるに当たっての相談支援体

制・医療体制等の維持、確保について」が通知され、従

来の診療・相談体制の連携を強化するとなっている。接

種を検討する接種対象者や保護者に対して、副反応疑い

報告数や症状などを含めた接種のリスクの他、相談支

援、医療、救済などの十分な情報提供及び医療機関等と

の連携について、札幌市として積極的に取り組むべきと

考えるが、どのようにお考えか。 

・接種後、副反応症状のある方が学校と相談し学習面での

支援を受けることができるよう、教育委員会とも連携し

て取り組むべきと考えるがいかがか。 

・子宮頸がんの予防に向けては、HPVワクチンを接種して

も子宮頸がん検診が不可欠であることを周知するとと

もに、20歳の女性へ無料クーポンを送付する際に合わせ

て自己採取による HPV 検査の利用を個別通知すべきと

考えるがいかがか。 

１. 

・令和 4年度予算では、アクションプラン 2019の総仕上げとして、プランに掲げた取り組みを柔

軟かつ着実に実施するとともに、感染症対策、社会経済活動の回復等のポストコロナや次期ま

ちづくり戦略ビジョンを見据えた「新たな成長」を推進することとしている。新型コロナウイ

ルス感染症対策については、市内 4か所の PCR検査センターの運営を含めた検査体制の整備、

入院待機ステーションの運営や自宅療養者への対応など、引き続き必要な医療体制を確保して

いくこととした。さらに、福祉や子育ての分野については、福祉に関する困りごとを複合的に

抱える市民への組織横断的な支援や重度障がい者等の就労支援のほか、老朽化した小学校の改

築に合わせた児童会館の併設化、妊娠に関する相談支援体制の強化やヤングケアラーの早期支

援など、子どもを生み育てやすい環境づくりに注力することとした。市民一人当たりの市債残

高については、公共施設等の更新や都市基盤の再整備などにより増加の見込みとなっているも

のの、アクションプラン 2019 でベンチマークとして設定した平成 26 年度末の残高を下回る水

準を維持しており、適切な管理を行っている。 

・今後についても、少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増加や本格化する公共施設等の更新需

要などを見据え、歳入・歳出の改革や財政基盤の強化といった取り組みを着実に進めることで

健全な財政運営を堅持していきたい。 

 

２． 

・2030北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の招致に当たっては、多くの市

民及び道民の賛同を得ることが重要であることから、その意向を確認するために調査を実施す

るものである。世代・性別ともにバランスの取れた回答を得るため、郵送調査、インターネッ

ト調査、街頭調査といった複数の手法を用いて調査を行うこととしている。 

 

・調査では、賛否を問うことに加え、その理由も尋ね、大会に対するそれらの期待や懸念の声と

ともに、市民対話事業で得られた意見も踏まえながら、市議会とも協議し、大会招致の進め方

を総合的に判断していきたい。また、意向調査や市民対話などで得られた意見は、大会概要を

更新する際に参考としていきたい。 

 

３．  

(1)  

・ヒトパピローマウイルス感染症は、予防接種法第 2条第 2項において、「Ａ類疾病」の一つに位

置付けられている。また、同法第 8条において、市町村長等は、「Ａ類疾病」に係る予防接種の

対象者に対し、予防接種を受けることを勧奨するものと規定されており、HPVワクチンの接種

対象者に対する接種勧奨は、市町村等の法律上の役割となっている。このため、札幌市におい

ても、国による勧奨再開の通知を受けて、予防接種法の規定に基づき、当該接種対象者への接

種勧奨を行う方針である。 

(2)  

・札幌市においては、平成 27 年度から、HPV ワクチン接種後の副反応に関する相談窓口を設け

るとともに、公式ホームページ上に HPVワクチンの個別ページを作成し、接種後に副反応が生

じた場合の対応や北海道が指定している協力医療機関に係る情報を掲載し、接種対象者とその

保護者が HPVワクチンに係る情報収集や健康相談を行う体制を整備している。また、令和 2年

度から、HPVワクチンの有効性、リスク、相談先等の情報を掲載したパンフレット等を高校１

年生相当の接種対象者及びその保護者へ個別に送付するとともに、接種実施医療機関宛てにも

情報提供する等、接種対象者への更なる情報提供と関係機関との情報共有に努めている。 

・札幌市では、児童生徒が、HPVワクチン接種後の副反応による修学面や学校生活に関する不安

について相談できるよう、前述の相談窓口や協力医療機関について、教育委員会と情報共有を

行うほか、平成 26 年に教育委員会と共に設置した HPV ワクチンに係る連絡会議を活用し、連

携協議を図ってきたところである。今後も、このような取り組みを通じ、副反応症状のある方

への支援に努めていく。 

・HPVワクチンは、子宮頸がんの罹患リスクにつながる全ての HPVの感染を予防するものではな

いことから、子宮頸がん検診の重要性についての周知及び啓発を継続して行うことが重要と考

える。また、子宮頸がんは若い世代から罹患者数が増加するが、就労等で日中の受診が難しい

方が多いことが未受診の一因となっていることから、自宅で実施できる自己採取検査が有用で

あると考えている。当該検査の対象者については、専門の医師による検討部会において当該検

査の効果が期待できるとの意見が出された 25歳の検診未受診者にすることとし、令和 4年度か

ら個別に案内の通知を送付することを予定している。このような取り組みを通じ、より多くの

方を子宮頸がん検診の受診に結び付け、札幌市の子宮頸がん対策を推進していく 

 

令和 4 年度(2022 年度)札幌市各会計予算や一般会計補正予算など議案 51 件が可決されました。一般会計予算及び補正予算に、国民の監視・管理強化

につながる共通番号、いわゆるマイナンバー制度関連として、29億 8,800万円が含まれていることから反対討論を行いました。市債残高は、一般会計で

2022 年度末、１兆 1,529 億円の見込みと 11 年連続での増加であり、大変厳しい財政状況です。人口減少・超高齢社会を迎え、生産労働人口が減少する

中、限られた財源と社会資源を有効に活用するとともに、過度な負担を先送りしない財政運営を行わなくてはなりません。日本共産党提出の「令和 4年

度札幌市一般会計予算」等を撤回の上、再提出を求める動議には反対しました。また、「沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を採取しないことを求める意見

書」など 7件、ロシア連邦によるウクライナ侵略を厳しく非難し、平和的解決を強く求める決議等 3件が可決されましたが、2030 年冬季オリンピック・

パラリンピックの北海道・札幌招致に関する決議には、二元代表制の役割に基づき、市民意向調査結果を軽視せず議会議論を行うべきとの考えから反対

討論を行いました。 


